
航空分野における経済安全保障推進法の 

特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説 

 

 

○ 本解説は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に

関する法律（令和４年法律第 43号）第３章の特定社会基盤役務の安定的な提

供の確保に関する制度について、導入等計画書の事前届出等に関する事項等

を解説するものです。本解説は、簡潔な記述をしている箇所がありますので、

届出等を行うに当たっては関係法令等も併せて確認してください。 

○ 本解説は今後も随時改訂していくものとなりますので、最新のものを確認

いただくようお願いします。 

 

 
【凡例】 

「法」 経済施策を一体的に構ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

（令和４年法律第 43号） 

「政令」 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法

律施行令（令和４年政令第 394号） 

「省令」 国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の

推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令（令和５年国

土交通省令第 62号） 

※ その他、特に断りのない限り、この解説において使用する用語は、法第３章、

政令及び省令において使用する用語の例によるものとする。 
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問１ 

 国際航空運送事業・国内定期航空運送事業の特定重要設備として、省令で「飛

行計画を作成する機能を有する情報処理システム」と記載されていますが、

具体的にはどのような設備が該当しますか。 

（答） 

○ 具体的には、以下の設備が国際航空運送事業・国内定期航空運送事業の特定

重要設備として該当します。 

・ 各種システムと連携して得た情報を基に、搭載燃料、離着陸重量、飛行経

路、代替飛行場等を記載した飛行計画を作成するシステム（以下、「飛行計

画作成システム」という。） 

 

問２ 

 国際航空運送事業・国内定期航空運送事業の構成設備として、省令で以下の

とおり記載されていますが、具体的にはどのような設備が該当しますか。 

 イ 飛行計画の作成の用に供するサーバー 

 ロ オペレーティングシステム 

 ハ 飛行計画を作成する機能を有するプログラム 

（答） 

○ 具体的には、それぞれ以下のものが該当します。 

・イ 飛行計画作成システムを構成するサーバー（データベースサーバー及び

アプリケーションサーバーを含む。） 

・ロ ハの実行を制御するためのオペレーティングシステム 

・ハ 飛行計画作成に使用するアプリケーションソフトウェア 

 

問３ 

飛行計画作成システムの重要維持管理等には具体的にどのような行為が該

当しますか。 

（答） 

○ 国際航空運送事業・国内定期航空運送事業については、具体的には以下の

行為が重要維持管理等として該当します。 

【維持管理】 

サーバーの保守点検、機器の修理及び部品の交換、オペレーティングシス

テム及びプログラムの更新（ベンダーが一般に公開するオペレーティングシ

ステムのバグ修正などのパッチ適用、プログラムのバージョンアップを伴わ

ない不具合の修正などを除く。） 

 



問４ 

航空運送事業における特定重要設備の機能に関係する変更とは、具体的にど

のような変更ですか。 

（答） 

○ 航空運送事業における特定重要設備の機能とは、飛行計画の作成に係る

作用をいいます。「機能に関係する変更」とは、一般には、その作用自体の

変更（新たな作用の追加、作用の一部の除去、異なる作用への転換）に加

え、作用自体を変更しなくとも、その作用の構築に中核的な役割を果たし

ている設備、機器、装置又はプログラムを変更する場合も含みますが、具

体的にどのような変更が機能に関係する変更に該当するかは必要に応じて

ご相談ください。 

 

○ 一方で、プログラムのアップデート等に伴い当該プログラムのバージョ

ンや名称が変更される場合であっても、その変更が特定重要設備が有する

固有の役割を果たす作用に影響を及ぼさない場合には、「機能に関係する変

更」には該当しません。 

 

問５ 

航空分野において、リスク管理措置の導入⑭・重要維持管理等⑨にかかる国内

の関連法規や国際的に受け入れられた基準とは何が該当しますか。 

※内閣府の技術的解説参照 

（答） 

〇 国内の関連法規のうち、特定社会基盤事業を規律する及び設備の安全基準

に関連する法令は、航空法となります。 

 

 


